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１ 地方一般財源総額の確保・充実 〔平成31年度税財政等に関する提案(案) Ｐ3・4〕

○ 2019年度（平成31年度）の概算要求では、地方の一般財源総額は、新経済・財政再生
計画等を踏まえ、2018年度（平成30年度）地方財政計画の水準を下回らないよう実質的
に同水準を確保することとされ、社会保障関係費の増等を踏まえ2018年度（平成30年
度）を0.6兆円上回る62.7兆円を確保。

○ 2019年度（平成31年度）においては、地方が責任をもって、地方創生・人口減少対策
をはじめ、国土強靱化のための防災・減災事業など、地方の実情に沿ったきめ細かな行
政サービスを十分担えるよう、安定的な財政運営に必要な地方一般財源総額を確保・充
実すべき。

Ⅰ 地方の安定的な財政運営に必要な地方一般財源総額の確保・充実等

平成３１年度 地方財政収支の仮試算【概算要求時】

増減

 給 与 関 係 経 費 20.3 20.4 0.1 

 一 般 行 政 経 費 37.1 37.9 0.8 

 投 資 的 経 費 11.6 11.6 0.0 

 そ の 他 17.9 17.9 0.0 

86.9 87.7 0.8 
 地 方 税 等 42.0 42.5 0.5 

 地 方 交 付 税 16.0 15.9 △ 0.1 

 国 庫 支 出 金 13.7 13.9 0.2 

 地 方 債 9.2 9.4 0.1 

臨時財政対策債 4.0 4.1 0.1 
 そ の 他 6.1 6.1 0.0 

86.9 87.7 0.8 

 うち「一般財源」 62.1 62.7 0.6 

 うち（水準超経費除き） 60.3 60.8 0.5 
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計
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平成３１年度 地方交付税の姿【概算要求時】



２ 地方の基金残高 〔提案(案)本文 Ｐ4・5〕

○ 地方における近年の基金残高の増加は、地方では国を大きく上回る行財政改革や歳
出抑制の努力を行うなかで、災害や将来の税収の変動、社会保障等に要する経費の増
嵩に備えた財政運営の年度間調整の取組みの現れ。

○ また、地方は国と異なり、赤字地方債の発行権限が限定されていることから、大規
模な災害や経済不況による税収減等不測の事態により生ずる財源不足については、歳
出の削減や基金の取崩し等により収支均衡を図るほかないことを十分踏まえるべき。

○ 地方団体は、財政運営上の予見が困難な状況の下、地方団体自らが基金の積立て等
により年度間調整をせざるを得ないのであり、地方の基金残高が増加していることを
もって地方財政に余裕があるかのような議論は妥当ではなく、断じて容認できない。

（注）東日本大震災関係の基金残高はその他特定目的基金から控除している。
満期一括償還に係る積立額は減債基金から控除している。

( )は不交付団体を除く基金残高
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平成 3 0年 6月
全国知事会調査

都道府県の基金残高の状況 都道府県の行財政改革の取組状況 平成 3 0年 3月
全国知事会調査

(計2.8兆円)
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３ 臨時財政対策債の縮減と償還財源の確保 〔提案(案)本文 Ｐ6〕

○ 2019年度（平成31年度）の概算要求において、交付税率の引上げについて事項要求

されているところ。

○ 累増する臨時財政対策債については、極めて厳しい地方財政の現状等を踏まえ、臨

時財政対策債の廃止や地方交付税の法定率の引上げを含めた抜本的な改革等を行うべ

きであり、臨時財政対策債に頼らず、安定的に交付税総額の確保を図るべき。また、

その償還額が累増していることを踏まえ、発行額の縮減に努めるとともに、償還財源

を確実に確保すべき。

地方の財源不足額と地方税収
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H30：6.2兆円の補填

・ 臨時財政対策債 3.8兆円
・ 財源対策債 0.8兆円
・ 一般会計加算 0.5兆円
・ その他 0.6兆円

・ 折半対象財源不足0.3兆円
一般会計加算 0.17兆円
臨時財政対策債 0.17兆円

臨時財政対策債等の累積残高の推移
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施策項目 経済政策パッケージの主な内容 実施時期等

幼児教育の
無償化

➢ ３歳～５歳までの全ての子供の幼稚園、保育所、認定こども園の費用を無償化
➢ 上記以外の認可外保育施設等の費用についても、保育の必要性が認定された子供を対象に、認可保育所における月額保育料の
全国平均額を上限に無償化

➢ ０歳～２歳児は、当面、住民税非課税世帯を対象として無償化
➢ 障害児通園施設も無償化
➢ 医療的ケア児について、看護師の配置・派遣によって受入支援を行うモデル事業を拡充しつつ、医療行為提供のあり方を議論

➢ 2019年10月から全面的
な実施を目指す

待機児童の解消
➢ 「子育て安心プラン」を前倒しし、2020年度末までに32万人分の受け皿確保（※必要となる運営費を確保）
➢ 企業拠出金0.3兆円は、企業主導型保育事業と保育の運営費（0歳～2歳児相当）に充当

➢ 2018年度から早急に実
施

保育士の処遇改善 ➢ 2017年度の人勧に伴う賃金引上げに加え、更に１％（月3,000円相当）引上げ ➢ 2019年４月から実施

高等教育の
無償化

➢ 大学、短大、高専及び専門学校には授業料の減免措置、学生個人には給付型奨学金を措置。住民税非課税世帯を対象として
無償化

➢ 2020年４月から実施

介護人材の
処遇改善

➢ 勤続年数10年以上の介護福祉士について、消費税引き上げに伴う介護報酬の改定に合わせ、月額平均８万円相当の処遇改善
を実施（公費1,000億円）

➢ 障害福祉人材も、同様に処遇改善を実施
➢ 2019年10月から実施

私立高校の
実質無償化

➢ 年収590万円未満世帯を対象として実質無償化
➢ 2020年度までに安定的な
財源を確保しつつ実施

大学改革
リカレント教育

➢ 大学教育の質の向上、経営力の強化、大学の連携・統合等
➢ リカレント教育の抜本的な拡充（雇用保険制度を活用した教育訓練給付の拡充）等

➢ 未定

４ 幼児教育・高等教育の無償化等への対応 〔提案(案)本文 Ｐ6・7〕

○ 骨太の方針においては、「人づくり革命の実現と拡大」として、幼児教育無償化の
加速、待機児童問題の解消、高等教育無償化などを進め、我が国の社会保障制度を
「全世代型」の制度へと大きく転換していくこととされている。

○ これらの施策には、地方が重要な役割を担う取組みが含まれていることから、国と
地方の役割分担や負担のあり方を早急に示した上で、主な担い手である地方と十分協
議するとともに、国の責任において、必要な地方財源をしっかりと確保すべき。

「人づくり革命」について

○ 「新しい経済政策パッケージ」（平成29年12月８日閣議決定）の「人づくり革命」について、「経済財政運営と改革の基本方針2018」において具体化

○ ２兆円規模の財源は、1.7兆円が消費税率引上げによる増収分、0.3兆円が企業からの拠出金を予定

○ 幼児教育及び高等教育の無償化措置に係る事務の詳細や国・地方の役割分担・経費負担のあり方は、今後整理



５ 大規模災害からの速やかな復旧・復興 〔提案(案)本文 Ｐ7〕

○ 熊本地震や鳥取県中部地震、大阪府北部を震源とする地震、平成30年７月豪雨、相

次いで発生している台風、平成30年北海道胆振東部地震をはじめとした大規模災害か

ら早期に復旧・復興を成し遂げるためには、人的支援の強化など、被災地の実情に即

した復旧・復興支援に取り組む必要がある。

○ そのため、新たな補助制度の創設、補助率の嵩上げ、地方負担分に対する十分な財

政措置など、東日本大震災も踏まえた特別の措置を講ずるとともに、補正予算を含め

た機動的な対応を図るべき。

＜参考＞ 直近の主な災害状況

人的被害 住宅被害

大阪府北部地震 6月18日
マグニチュード6.1
最大震度6弱

死者4名、
重傷15名、軽傷419名

全壊9棟、半壊87棟、一部破壊27,096棟

平成30年７月豪雨 6月28日～7月8日
1時間最大降水量129.0ﾐﾘ
最大瞬間風速43.7m/s

死者224名、行方不明者8名、
重傷109名、軽傷315名

全壊6,695棟、半壊10,719棟、一部破壊3,707棟、
床上浸水8,640棟、床下浸水21,576棟

平成30年台風第20号 8月20日～8月24日
1時間最大降水量89.5ﾐﾘ
最大瞬間風速52.3m/s

重傷2名、軽傷27名
一部破壊47棟、
床上浸水6棟、床下浸水22棟

平成30年台風第21号 9月3日～9月5日
1時間最大降水量92.0ﾐﾘ
最大瞬間風速58.1m/s

死者14名、
重傷46名、軽傷897名

全壊26棟、半壊189棟、一部破壊50,083棟、
床上浸水66棟、床下浸水505棟

平成30年北海道胆振東部地震 9月6日
マグニチュード6.7
最大震度7

死者41名、
重傷18名、軽傷731名

全壊409棟、半壊1,262棟、一部破壊8,463棟

平成30年台風第24号 9月28日～10月1日
1時間最大降水量96.0ﾐﾘ
最大瞬間風速56.6m/s

死者1名、行方不明者1名、
重傷22名、軽傷173名

全壊14棟、半壊94棟、一部破壊1,749棟、
床上浸水22棟、床下浸水115棟

主な被害状況
時　期 概　要



Ⅱ 地方創生の推進

１ 地方創生・人口減少対策のための財源確保 〔提案(案)本文 Ｐ8～10〕

○ 地方がその実情に応じた息の長い取組みを継続的かつ主体的に進めていくために、
「まち・ひと・しごと創生事業費」（１兆円）を拡充・継続し、地方の安定的な財政運
営に必要な地方一般財源を十分に確保すべき。

○ 2019年度（平成31年度）概算要求において前年度を上回る1,150億円が盛り込まれた
「地方創生推進交付金」については、その総額を確実に確保するとともに、地方の意見等
を十分に踏まえ、より弾力的で柔軟な運用を図るべき。

○ 平成29年度補正予算で措置された「地方創生拠点整備交付金」については、2019・
2020年度は消費税・地方消費税率引上げに伴う対応の一環として当初予算に計上すると
ともに、弾力的な取扱いを行うべき。



２ ふるさと納税及び企業版ふるさと納税の運用 〔提案(案)本文 Ｐ12・13〕

○ ふるさとに対し貢献又は応援したいという納税者の思いを実現する観点から創設され
た「ふるさと納税制度」については、昨年４月の総務大臣通知により寄附額に対する返
礼品の調達価格の割合（返礼割合）等を含む返礼品のあり方が示され、本年４月の総務
大臣通知においても、返礼割合の徹底や地場産品以外の送付について責任と良識のある
対応が要請された。

○ 本年９月には、ふるさと納税制度の趣旨に反するような返礼品を送付し、制度の趣旨
を歪めているような地方団体については、ふるさと納税の対象外とすることもできるよ
う、総務省において制度の見直しを検討することが表明された。

○ 一部の市町村が引き続き要請に応じていない現状では、制度本来の趣旨に沿って制度
の見直しを検討することはやむを得ない対応であると考えられる。

○ 国においては、具体的な制度設計に際して、国民や地方団体の理解が得られるような
内容とし、地方団体においては、具体的な制度設計が行われるまでの間であっても、引
き続き、総務大臣通知も踏まえつつ、節度ある運用とすべき。

ふるさと納税に係る返礼品の見直し要請等について

ふるさと納税に係る返礼品の送付については、「ふるさと納税に係る返礼品の送付等について」（平成29年４月１日付け総税市第28号）及び「ふるさと納

税に係る返礼品の送付等について」（平成30年４月１日付け総税市第37号。以下「大臣通知」という。）において、各地方団体に対し、責任と良識のある対

応を厳に徹底するようお願いするとともに、市町村長に対する講演や市町村長が出席する会議等あらゆる機会を通じて、ふるさと納税制度の趣旨に反するよ

うな返礼品について、速やかな見直しを行っていただくよう、累次のお願いをしてきました。

しかしながら、「ふるさと納税に係る返礼品の見直し状況について」（平成30年８月24日付け総税市第61号。以下「状況調査」という。）に対して回答の

あった９月１日時点における見直し状況を取りまとめたところ、既に多くの地方団体が大臣通知の内容を真摯に受け止め、必要な見直しを行っていただいて

いる一方で、依然として、一部の地方団体が大臣通知に沿った対応を行っていない実態が明らかになりました。

返礼品競争の過熱に伴い、ふるさと納税制度そのものに対する批判が高まっており、同制度は、存立の危機にあります。このまま一部の地方団体において、

制度の趣旨に反するような返礼品を送付する状況が続けば、ふるさと納税に対するイメージが傷付き、制度そのものが否定されることになりかねません。

そこで、今般、総務省として、ふるさと納税制度の趣旨に反するような返礼品を送付し、制度の趣旨を歪めているような地方団体については、ふるさと納

税の対象外にすることもできるよう、制度の見直しを検討することとしました。この旨、本日の記者会見において、総務大臣が表明したところです。

（略）

平成 3 0年 9月 1 1日付総税市第 7 6号
総務省自治税務局市町村税課長よ り



Ⅲ 税制抜本改革の推進等

１ 消費税・地方消費税率引上げに伴う対応等 〔提案(案)本文 Ｐ15・16〕

○ 国・地方を通じた厳しい財政状況や急速に進む少子高齢化という現状を鑑みれば、2019

年10月１日に予定されている消費税・地方消費税率の８％から10％への引上げを確実に

行うことが必要。

○ 消費税・地方消費税率の引上げにあたり、2019・2020年度当初予算における需要変動の

平準化に向けた取組みを検討するに際しては、地方の財政運営に支障が生じないように

十分留意するとともに、地域経済の活性化に十分配慮した総合的かつ積極的な実効性の

ある経済対策を講ずるべき。

税率引上げ後の消費税・地方消費税収に係る国・地方の配分



消費税率については、法律で定められたとおり、平成３１年１０月１日に現行の８％から１０％に２％引き上げる

予定です。

５年半に及ぶアベノミクスの推進により、生産年齢人口が４５０万人減少する中においても、経済は１２．２％成

長しました。そして雇用は２５０万人増え、正規雇用も７８万人増えました。

今こそ、少子高齢化という国難に正面から取り組まなければなりません。お年寄りも若者も安心できる全世代型の

社会保障制度へと、大きく転換し、同時に財政健全化も確実に進めていきます。

今回の引上げ幅は２％ですが、前回の３％引上げの経験をいかし、あらゆる施策を総動員し、経済に影響を及ぼさ

ないよう、全力で対応します。

第１に、消費税率引上げ分の使い道を変更し、２％の引上げによる税収のうち半分を国民の皆さんに還元します。

来年１０月１日から、認可・無認可合わせて幼児教育を無償化します。

第２に、軽減税率を導入し、家計消費の４分の１を占める飲食料品については、消費税を８％のまま据え置きます。

軽減税率の実施に向けて、準備に遺漏無きよう、よろしくお願いします。

第３に、引上げ前後の消費を平準化するための十分な支援策を講じます。消費税引上げ後の一定期間に限り、中小

小売業に対し、ポイント還元といった新たな手法による支援を行います。さらに、商店街の活性化のための対策も

しっかりと講じます。

また、消費税の引上げ前後で消費者の皆さんに安心して購買いただくために、消費税引上げ前後に柔軟に価格付

けができるよう、ガイドラインを整備します。もちろん、同時に、中小企業が取引先に対して、消費税を円滑に転嫁

できるよう、対策を講じます。

第４に、消費税負担が大きく感じられる大型耐久消費財について、来年１０月１日以降の購入にメリットが出るよ

うに、税制・予算措置を講じます。

自動車については、来年１０月１日以降に購入する自動車の保有に係る税負担の軽減について検討を行い、今年末ま

でに結論を出していただけるよう、党に審議をお願いします。同様に、住宅についても、来年１０月１日以降の購入

等について、メリットが出るよう施策を準備します。

こうした対策に加え、国民的な関心事となっている防災・減災、国土強靱化のための緊急対策を更にしっかりと講

じてまいります。

来年度、再来年度予算において、消費税対応で臨時・特別の措置を講じてまいります。消費税率引上げによる

経済的影響を確実に平準化できる規模の予算を編成してまいります。

消費税率引上げとそれに伴う対応について（H30.10.15 臨時閣議における安倍総理発言）



２ 車体課税の見直しに係る措置 〔提案(案)本文 Ｐ17・18〕

○ 自動車取得税の廃止までの間のエコカー減税及び自動車税におけるグリーン化特例の

延長並びに環境性能割の導入にあたっては、地方の財政運営に支障が生じないようにす

るとともに、税制のグリーン化機能を維持・強化する観点から、基準の切替えと重点化

を行うべき。

○ 一方、車体課税の見直しに関しては、平成29年度与党税制改正大綱（以下「平成29年

度大綱」という。）において、「消費税率10％への引上げの前後における駆け込み需要

及び反動減対策に万全を期す必要があり、自動車をめぐるグローバルな環境、自動車に

係る行政サービス等を踏まえ、簡素化、自動車ユーザーの負担の軽減、グリーン化、登

録車と軽自動車との課税のバランスを図る観点から、平成31年度税制改正までに、安定

的な財源を確保し、地方財政に影響を与えないよう配慮しつつ、自動車の保有に係る税

負担の軽減に関し総合的な検討を行い、必要な措置を講ずる」とされているが、特に、

自動車税は道路損傷負担金的性格も有するとされている都道府県の基幹税であり、税源

の乏しい地方にとって貴重な自主財源となっていることや、車体課税に係る地方税収は

平成21年度の自動車取得税へのエコカー減税の導入等により大幅に減少してきているこ

となどを考慮し、地方財政に影響を与えるような見直しとならないよう留意すべき。



車体課税見直しのスケジュール 総 務 省 資 料



車体関係税収の推移 総 務 省 資 料

うち
都道府県分計

(Ａ-A’+B)

うち
市町村分計
(A’+Ｃ+Ｄ)

うち自動車
取得税交付金

(A’)

17 27,353 18,889 8,464 4,528 3,167 17,528 1,515 3,782 7,574

18 27,119 18,574 8,545 4,570 3,251 17,255 1,573 3,721 7,350

19※ 26,748 18,461 8,287 4,247 2,960 17,174 1,636 3,691 7,399

20 25,782 17,868 7,914 3,663 2,603 16,808 1,687 3,624 7,170

2,310
（エコカ ー減税創設）

3,081
（譲与率の引上げ）

23 22,534 16,497 6,037 1,678 1,153 15,972 1,804 3,080 4,478

2,104
（エコカ ー減税継続）

25 22,211 16,304 5,907 1,934 1,374 15,744 1,892 2,641 3,814

863
（税率引下げ、エコカ ー減税拡充）

1,373
（エコカ ー減税継続）

28 21,851 15,794 6,057 1,461 1,016 15,349
2,384

(グリーン特例(軽課)・経

年車重課導入)

2,657 3,915

29 21,559 15,572 5,987 1,319 921 15,174 2,506 2,560 3,700

30 22,202 15,760 6,442 1,665 1,163 15,258 2,604 2,675 3,950

1,997
（税率引上げ）

2,642 3,849

15,562 1,951 2,543 3,728

15,42827 21,440 15,843 5,597 958

4,465

26 20,919 15,797 5,122 628

1,464 15,860 1,843 2,806 3,969

＜参考＞
自動車

重量税収
（国分）

21 23,863 17,269 6,594 1,585 16,544 1,739 3,270

年度

地方分計(A+B+C+D) 自動車取得税収（A）
自動車
税収
(Ｂ)

軽自動車
税収
(Ｃ)

6,351

24 22,613 16,500 6,113

自動車
重量譲与

税収
(Ｄ)

22 22,928 16,689 6,239 1,916 1,382 16,155 1,776

（備考）平成28年度までは決算額、平成29、30年度は地方財政計画計上額（自動車重量税は予算額）である。

▲4,546億円 ▲2,582億円 ▲948億円

※ リーマンショックによる影響のない年度



平成29年度与党税制改正大綱等に基づき、以下を含む抜本的見直しを行う。
①自動車税の引き下げ
⇒軽自動車税の負担水準を基準とした税率引き下げ
②自動車重量税の当分の間税率の廃止

車体課税の抜本的見直し（自動車税・自動車取得税・自動車重量税・軽自動車税）

経 済 産 業 省
H31税制改正要望より

○ 自動車ユーザー等より、自動車にかかる税は税目が多く複雑かつ負担が重いという声が多く、簡
素化及び負担軽減が必要。

○ また、自動車は、地方をはじめとして、重要な生活の足であるとともに、経済・雇用面で幅広い
波及効果を有する日本経済の牽引役 (出荷額約57兆円、雇用約540万人）。国内外の市場環境が厳
しさを増し、通商関係の先行きが不透明な中、仮に自動車販売が縮小するとすれば、地域の経済・
雇用ひいては日本経済全体に甚大な影響。持続可能な市場環境の実現に向け、税制面でも強力な後
押しが必要。

○ 平成29年度与党税制改正大綱等を踏まえ、簡素化・ユーザー負担の軽減に資する以下要望を行う。

（１）自動車の保有に係る税負担の軽減

拡充・延長

「経済財政運営と改革の基本方針２０１８」を踏まえ、消費税率引き上げによる需要変動を平準化するため、取得段階
のユーザー負担の軽減に向けた必要な対応を検討し、措置を講ずる。

（２）消費税引き上げによる需要平準化のための対策

廃止までの自動車取得税及び自動車重量税のエコカー減税、自動車税及び軽自動車税のグリーン化特例については、
延長を行う。

（３）エコカー減税・グリーン化特例の延長



３ 平成30年度与党税制改正大綱に基づく地方法人課税における税源の偏在を
是正する新たな措置 〔提案(案)本文 Ｐ19～21〕

○ 大都市圏の都府県からは、本来、地方税の充実によって対応すべきとの意見もあるが、
今後も地方分権改革を進め、さらなる地方税の充実を目指すためには、地方税の充実そ
のものが財政力格差拡大の要因とならないよう、税源の偏在性が小さい地方税体系の構
築は避けては通れない課題である。税源自体の偏在に歯止めがかからない以上、新たな
偏在是正措置を講じない限り、大半の地方団体において、地方税などの財源確保には限
界があり、国庫補助金等の国の財政支援に過度に依存せざるを得ない財政構造となるが、
地方分権・地方自治を進める観点からも、こうした財政構造は適切ではない。

○ したがって、都市と地方が支え合う社会の構築に向けて、特に偏在が大きくなってい
る地方法人課税について、新たな偏在是正措置を講じることにより、偏在性が小さい地
方税体系を構築すべき。その際には、法人が地方団体の行政サービスの提供を受けてい
ること、地方法人課税が地方団体にとって企業誘致等による税源涵養のインセンティブ
になっている面もあることなどの地方法人課税の意義や、都市も地方も各地域がそれぞ
れの役割を果たしていくことが重要であることから、大都市部及び地方部の行財政需要
や各地域の活力の維持、向上にも配慮しながら、今後の地方税及び地方法人課税のある
べき全体像を見据えた検討が必要である。

○ また、そもそも、人口や大企業などの税源そのものが東京などの大都市に集中する我
が国の社会構造を抜本的に是正することが根本として重要であり、政府においては、地
方法人課税における偏在是正措置の検討にとどまらず、東京一極集中の是正に向けた地
方創生の取組みをより強力に加速化させることを強く要請する。

○ 今回の地方法人課税の新たな偏在是正措置により生ずる財源については、都市と地方
が支え合う持続可能な社会の構築に向けて、地方財政計画に必要な歳出を計上するなど
実効性のある偏在是正措置となるようにすべきである。



H 2 8 税 制 改 正
総 務 省 資 料 よ り地方法人特別税・譲与税の廃止

消費税率８％及び10％段階において、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の税率
引下げに併せ、地方法人税（国税）の創設及び税率引上げを行い、その税収全額を地方交付税原資化

税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の措置として地域間の税源偏在を是正するための制度
として導入（平成20年10月1日以降に開始する事業年度から適用）

2014年度（平成26年度）改正 地方法人特別税の規模を１／３縮小し、法人事業税に復元（平成26年10月1日以降に開始する事業年度から適用）

2016年度（平成28年度）改正 地方法人特別税を廃止し、法人事業税に復元 （⇒ 2019年(平成31年)10月１日以後に開始する事業年度から適用）

（改正前） （26年度改正） （28年度改正）

（改正前） （20年度改正） （26年度改正） （28年度改正）

法人住民税法人税割の交付税原資化

H31.10.1～
(2019.10.1～)⇒

H31.10.1～
(2019.10.1～)⇒



平成30年度与党税制改正大綱 <偏在是正関係抜粋>

第一 平成30年度税制改正の基本的考え方

３ 地域社会を支える地方税財政基盤の構築

（3）都市・地方の持続可能な発展のための地方税体系の構築

少子高齢化が加速する中、地域の実情に応じたきめ細かな行政サービスを地方公共団体が安定的に提供していく

ための基盤として、偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系を構築することはますます重要性を増している。こ

うした観点から、消費税率引上げに併せ、法人住民税法人税割の地方交付税原資化を段階的に進めるなど、地方税

源の偏在是正に取り組んできたところである。

近年、経済再生への取組みにより地方税収が全体として増加する中で、地域間の財政力格差は再び拡大する傾向

にある。地方交付税の不交付団体においては、財源超過額が拡大し、その基金残高も大きく増加している。一方、

交付団体においては、臨時財政対策債の残高が累増するなど、厳しい財政運営が続いている状況にある。

地方創生を推進し、一億総活躍社会を実現するためには、税源の豊かな地方公共団体のみが発展するのではなく、

都市も地方も支え合い、連携を強めることが求められる。また、各地方においていきいきとした生活が営まれること

は、都市が将来にわたり持続可能な形で発展していくためにも不可欠である。このためには、偏在性の小さい地方税

体系の構築に向けて、新たに抜本的な取組みが必要である。

こうした観点から、特に偏在度の高い地方法人課税における税源の偏在を是正する新たな措置について、消費税

率10％段階において地方法人特別税・譲与税が廃止され法人事業税に復元されること等も踏まえて検討し、平成31

年度税制改正において結論を得る。

「経済財政運営と改革の基本方針2018」＜偏在是正関係抜粋＞

第３章 「経済・財政一体改革」の推進

４．主要分野ごとの計画の基本方針と重要課題

（３）地方行財政改革・分野横断的な取組等

（持続可能な地方行財政制度の構築）

地域間財政力格差の拡大に対しては、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系を構築する。地方法人

課税における税源の偏在を是正する新たな措置について検討し、平成31年度税制改正において結論を得る。

平 成 3 0 年 6 月 1 5 日

閣 議 決 定

平 成 2 9 年 1 2 月 1 4 日

自 由 民 主 党 ・ 公 明 党



地方法人課税における新たな偏在是正措置について

○ 地方自治の基本は地方税であり、地方税の充実が一番重要である。

○ 一方で、国・地方を通じた厳しい財政状況の中で、将来的に、社会保障財源の確保のためには更
なる増税は避けられない。その消費増税の際に全額を国税にすればよいという議論に対して、地方
自治・分権の推進に向けて地方分を確保していくためにも、地方税の充実と併せて、偏在性の小さ
い地方税体系を構築しておくことは重要である。

○ 地方法人課税について、特に事業税は都道府県税として重要な独立税であり、応益課税の原則に
則り、外形標準課税化を目指すことが基本である。

○ 一方で、東京一極集中に歯止めがかからず、かつ、景気回復により法人関係税収が増加する中で、
都市と地方の財政力格差は拡大傾向にあり、東京一極集中是正に向けて何らかの対応が必要である。

○ 大法人を対象とする外形標準課税化を進めることによる偏在是正効果は限定的であり、現在の財
政力格差を解消させるに至らない状況に鑑みれば、偏在性の小さい地方税体系を構築する観点から、
事業税を対象に一定の偏在是正措置を行うことは、地方交付税の増額が容易ではない現在の我が国
の財政状況や、都市と地方が助け合い、ともに発展していくという関係に鑑みても、やむを得ない
措置である。
ただし、事業税による偏在是正措置を行っても存在する地方団体間の財源の不均衡については、

地方交付税による財源調整機能と財源保障機能の充実等により対応することが原則である。

○ これらを踏まえ、当研究会としては、７月の全国知事会議でとりまとめた提言の内容を評価し、
知事会の提言を踏まえて、政府・与党において成案が得られることを期待したい。

平成30年11月 全国知事会 新しい地方税源と地方税制を考える研究会

（座長：神野直彦 日本社会事業大学 学長 、東京大学 名誉教授）



４ ゴルフ場利用税の堅持 〔提案(案)本文 Ｐ23〕

○ ゴルフ場利用税については、平成29年度大綱に引き続き、平成30年度大綱において
も、今後の検討事項に位置づけられている。

○ ゴルフ場利用税は、
・アクセス道路の整備・維持管理、廃棄物処理、地滑り対策等の災害防止対策、消防・
救急など、所在都道府県及び市町村が行う特有の行政需要に対応していること

・ゴルフ場利用税等を活用して、ゴルフをはじめとする各種スポーツの振興に積極的に
取り組んでいること

・域外から来訪する担税力のあるゴルフ場利用者が受益に応じて負担していること
・その税収の３割はゴルフ場所在の都道府県の貴重な財源となっているとともに、その
７割は所在市町村に交付金として交付され、財源に乏しい中山間地域をはじめとする
市町村の貴重な財源となっていること

等を踏まえ、引き続き現行制度を堅持すべき。

平成30年度与党税制改正大綱 <抜粋>

第三 検討事項

11 ゴルフ場利用税については、今後長期的に検討する

平 成 2 9 年 1 2 月 1 4 日

自 由 民 主 党 ・ 公 明 党

ゴルフ場利用税の概要

１．課税主体及び ： 都道府県が課税し、収入額のうち１０分の７に相当する額を、ゴルフ場利用税を納入した

交付団体 ゴルフ場が所在する市町村に交付

２．納税義務者 ： ゴルフ場の利用者（１８歳未満・７０歳以上・障害者、国体のゴルフ競技や学校の教育活動は非課税）

３．税率 ：標準税率１人１日につき８００円（制限税率：１，２００円）

１人１日平均税額６５６円（非課税者を除く）（H２８年度の状況）

４．税収額 ： ４５９億円（うち市町村への交付額：３２５億円）【平成28年度決算額】


